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令和８・９年度保険料率の改定について 

１ 概要 

後期高齢者医療制度では、財政運営期間を２年間としており、この期間

の医療給付費等に充てるため、２年ごとに保険料率（所得割率、均等割額）

の改定を行っています。令和７年度は令和８・９年度の料率算定の年に当

たります。 

 

２ 保険料算定の仕組み（説明は資料右下を参照） 

 ①保険料賦課総額の算定 

【費用の見込額】 

医療給付費・その他費用 

 

【財源の見込額】 

公費負担 ・ 後期高齢者支援金 
      【約 5 割】      【約 4 割】 

保険料 
【約 1 割】 

 

 

保険料の賦課総額 

＝保険料／予定保険料収納率 

 

 

所得割総額 均等割総額 

 

 ②保険料率の算定 

所得割率 

＝所得割総額／被保険者の所得額総額 

 均等割額 

＝均等割総額／被保険者数 

 

 ③被保険者一人当たりの保険料 

所得割額 

＝被保険者の所得額×所得割率 
＋ 均等割額 

Ａ  

Ｂ  

Ｃ  

Ｄ  

Ｅ  

 

３ 現行の保険料率等の数値（料率算定時の値）             【愛知県広域内】 

  令和 2・3年度 令和 4・5年度 令和 6・7年度 

所得割率 9.64％  9.57％  11.13％※1  

均等割額 48,765 円  49,398 円  53,438 円  

一人当たり保険料（軽減前） 

【前回と比べた増減率】 

108,363 円  

【7.8％】 

107,386 円  

【△0.9％】 

121,443 円  

【13.09％】 

一人当たり保険料（軽減後） 92,191 円 91,117 円 103,381 円 

賦課限度額 64 万円 66 万円 80 万円※2 

高齢者負担率 11.41％ 11.72％ 12.67％ 

医療給付費 
（一人当たりの額） 

【前回と比べた増減率】 

1 兆 7,475 億円 
（884,150 円） 

【2.7％】 

1 兆 8,341 億円 
（866,009 円） 

【△2.0％】 

2 兆 784 億円 
（923,389 円） 

【6.6％】 

被保険者数（２か年度分） 1,976,523 人 2,117,935 人 2,250,836 人 

令和６年度分の保険料については以下の激変緩和措置が設けられています。 

 ※１ 令和５年の基礎控除後の総所得金額等が 58 万円以下の方の所得割率は 10.40％となります。 

 ※２ 令和６年度に新たに 75 歳になり加入する方を除き、賦課限度額が 73 万円となります。 

 

＜左図の説明＞ 

（１） 保険料率の算定の際には、まず、Ａ「費用の見込額」（医療給付費や、健診費・

葬祭費等のその他費用）の額と、Ｂ「財源の見込額」（公費負担や後期高齢者支

援金、保険料額）を見込みます。その際、ＡとＢが同額になるように設定します。 

（２） Ｂ保険料【約 1 割】の額が確定したら、保険料の収納率が 100％でないことを

想定し、予定保険料収納率を割り返し、保険料の賦課総額Ｃを見込みます。 

（３） Ｃ保険料の賦課総額が決まったら、所得係数（※）を踏まえ、所得割総額と均

等割総額Ｄを決定します。（現在は、所得割総額：均等割総額＝56：44） 

（※）所得係数 ＝ 愛知県の一人当たり平均所得額 ÷ 全国の一人当たり平均所得額 

（４）Ｄ所得割総額と均等割総額から、Ｅ所得割率と均等割額を算定して、保険料率を

決定します。 

＊ Ｂ財源の見込額には、前年度の剰余金や財政調整基金等を必要に応じて活用し、保

険料額の低減を図ります。 

＊ 財政調整基金は後期高齢者医療に係る財政の健全な運営を図るため令和３年度に

設置した広域連合独自の基金です。 
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※資料出典：こども家庭庁 HPより 

子ども・子育て支援金制度の創設に伴う次期保険料率改定への影響について 
 

 令和８年度から子ども・子育て支援金制度が創設される予定となっています。

この支援金は医療保険の保険料から拠出するものとされており、令和８・９年

度保険料率改定に当たって、今回の制度創設の内容を踏まえ、保険料率を算定

する必要があります。 

 

子ども・子育て支援金制度とは・・・ 

少子化対策の抜本的強化のため、少子化対策に受益を有する全世代・全経済主体が、子育

て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして、医療保険の保険料とあわせて賦

課・徴収をすることで支援金を拠出する制度です。支援金制度は令和８年度から創設され後

期高齢者医療制度を含む全医療保険制度が拠出します。 

 

〇 全世代・全経済主体にとっての支援金制度の意義 

高齢者や子育て中でない方々等、支援金を充てる給付を直接受けない方にとっても、実効

性のある少子化対策によって国の経済・社会システムや地域社会を維持し、国民皆保険制度

の持続可能性を高めることが重要とされています。拠出の中心を現役世代が担い、給付の多

くを高齢世代が受ける構図となっている社会保険制度において、こうした新しい分かち合

い・連帯の仕組みを組み込み、少子化トレンドの反転を実現することは制度を支える連帯の

仕組みをさらに強固にすることとされています。 

 

〇 支援金の使途 

医療保険において、これまでも出産を起点とした給付が行われてきたことを踏まえ 、対

象者が広く切れ目のない支援を実現する制度に充てることとし、児童手当など全国共通の現

金給付を中心とし、こども誰でも通園制度などの現物給付も、全国で利用要件に該当するす

べての方へサービス提供が行われます。これは、企業や高齢者も含めた全世代・全経済主体

から拠出されることを踏まえた支援金の使途とされています。 
 
 

 
 

〔子ども・子育て支援納付金の按分（イメージ）〕 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔子ども・子育て支援金に関する試算（医療保険加入者一人あたり平均月額）〕 

 



 

 

 

 

１．現状 

  マイナンバー法等の一部改正法の一部の施行期日を定める政令が令和５年12月

27日に公布され、令和６年12月１日をもって紙の被保険者証は廃止されました。 

後期高齢者医療制度のみの暫定的な運用として、令和８年の年次更新までの間は

マイナ保険証利用登録の有無にかかわらず、全ての被保険者に「資格確認書」が職

権で交付されています。 
  

  愛知広域におけるマイナンバーカードの保険証としての利用登録者数（R７.５現在） 

被保険者数（Ａ） 利用登録者数（Ｂ） 登録率（Ｂ）／（Ａ） マイナ保険証利用率 

1,125,793人 786,100人 69.83％     29.81％  
 
 

２．マイナ保険証の利用状況について 

 

マイナ保険証について 
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医療機関・薬局の受付の際には、保険証として

マイナンバーカード
のご利用をご検討ください

Q．暗証番号を忘れてしまわないか不安です、どうしたらよいですか？

Ａ．暗証番号を忘れてしまっても顔認証で受付することができます。
顔認証付きカードリーダーを操作できない場合でも、ご本人のお顔と
マイナンバーカードのお写真を医療機関等の職員が目視で確認することも
可能です。

よくある質問

【病院の声】
○飲んでいる薬が事前にわかったので、
緊急手術の準備ができました。

○正確な情報は治療に必須なので、
役立ちます。

マイナ保険証
を救急でも！

急病のとき、マイナ保険証が役立っています！

ご自身で説明することが難しい状態でも、救急隊が通院やお薬の記録
を確認でき、適切な応急処置や医療機関への搬送につながります。

（例）
息苦しくて会話ができない（６0代男性）
自宅で夫が倒れたが、いつも飲んでいる薬がわからない（９０代女性）
外出先の事故でお薬手帳を持っておらず、薬の情報が分からない（５０代女性）

Q.マイナンバーカードには大事な情報が入っていますか？持ち歩くのが心配です。

Ａ.マイナンバーカードにはプライバシー性の高い情報は入っていません。マイナン
バーカードがあれば、急病のときなど様々な場面で役立つため、ぜひ、普段から持
ち歩いてください。

後期高齢者医療制度では、マイナ保険証をお持ちの方にも資格確認書

を一人に1枚お渡しします。

これからは、マイナ保険証か資格確認書で、医療機関等にて受付をし

てください。

マイナンバーカード
の保険証利用につい
てもっと知りたい方
はこちら

マイナンバーカード

マイナンバーカードを保険証として利用するための登録は、

医療機関・薬局の受付（カードリーダー）などで行うことができます。

とっても
カンタン！

愛知県後期高齢者医療広域連合

jimukyoku
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保健事業について 

Ⅰ.第 3 期データヘルス計画の進捗状況 【令和 6 年度】（参考資料１） 

Ⅱ.令和 7 年度保健事業について 

重点項目 第 3期データヘルス計画に基づく保健事業の進捗管理と取組の充実 

・令和 6年度保健事業を評価分析し市町村への情報還元 

・令和 7年度の活動方針に沿って市町村への事業計画や事業運営に係る支援 

・令和 8年度の事業計画を見据え、早期に活動方針や方向性の提示 

 1.健康診査                               

◆国・愛知県における受診率の動向                      （％） 

 R２ R３ R４ R５ R６ 

愛知県 34.01 34.57 36.47 36.86 37.27 

＊愛知県   37.93 38.55 39.30 

全国 25.8 26.5 28.1    28.0  未公表 

出典：愛知広域健康診査事業の状況、         ＊R４から除外対象者を除いた受診率も算出 

令和 5 年度保険者機能チェックリストによる広域連合の状況、後期高齢者医療制度実施状況調査結果 

◆愛知県広域連合の取組 

健診は、疾病予防、重症化予防・心身機能の低下の防止を目的とし、医療機関での受診が

必要な者および保健指導を必要とする者を的確に抽出する必要があります。高齢者に健康へ

の気付きを促し、必要時医療機関への受診の機会へつなげるため、広域連合は、委託した市

町村が受診率向上にむけ地域の特性に応じた効果的な取り組みができるよう支援します。 

 

〇補助金交付事務  

令和 5 年度より補助拡大（検査項目追加）、7 年度継続 

令和 7 年度より交付金の区分新設（健康診査の推進） 

 

〇未受診者対策・健康状態不明者対策研修会 開催 （年 1 回） 

 令和７年７月 15 日（火）   （参加者 45 市町村・１関係機関  計 67 名） 

 ・広域連合講義   「未受診者対策・健康状態不明者対策の取組」 

・市町村活動報告 ＜名古屋市・春日井・設楽町＞  

 ・グループワーク  「受診率向上めざし工夫すること」＊健診案内通知の紹介 

〇市町村訪問・ヒアリング 

下半期に実施予定 

〇関係機関と連携・調整 

                                  

◆ 市町村における受診率向上の取組 

＜市町村における健診事業に関する調査より＞      R６年度      R７年度 

・国保と同時期に受診券発送                53    →      53       

・国保と同時期の受診期間                51     →      51 

・広報誌への受診案内の掲載               52     →      51 

・ホームページへの受診案内の掲載            49     →      50  

・がん検診他、他の健診と同時に受診           49     →      49 

・健診受診対象者全員へ受診券を送付          45   →    45 

・健康イベント等行事での啓発              38     →      40  

・医療機関へ受診勧奨の協力依頼をする          37     →      39 

・インセンティブの付与（個人の健康ポイントの付与）    32     →   32  

・未受診者への勧奨についての広報掲載          30     →      30 

・未受診者への個別勧奨案内              26     →      27   

・被保へ送付する郵便物への受診勧奨文の掲載     11   →   14 

・みなし健診の実施                  12   →   13    

・前年度より個別健診の実施場所を増やす  ８     →      9 

・前年度より集団検診の回数や会場を増やす  ７     →       7 

 

＜その他の取組例～事前アンケート・グループワークより＞ 

・利便性の向上：個別健診・ナイト健診・土日実施・ 送迎サービス・バスチケット配布 

・未受診者に対する個別受診勧奨：はがき・文書・訪問や電話でアプローチ 

・積極的な周知 ：医会会との連携・地域の協力、民間企業の活用 （デジタルサイネージ等） 

 

（参考）国における評価指標（令和 6 年度実績分） 【健康診査】 

① 健診の結果について、全ての管内市町村で KDB に搭載しているか。       

② 健診において、「後期高齢者の質問票」を全ての市町村で活用しているか。                     

③ 健診受診率向上のための取組 2 項目以上全ての管内市町村で実施しているか。                 

④ 広域連合又は管内市町村で診療情報を健康診査の結果として活用する取組を実施してい

るか。         

⑤ 健診受診率が前年度以上になっているか。                   

⑥ 健診受診率が前年度の 1.1 倍以上になっているか。                    

⑦ 75～84 歳の健診率が前年度以上になっているか。             

⑧ 健康状態不明者を市町村が把握し、健診受診勧奨等に取り組み、健康状態不明者の割合

が減少しているか 

⑨ 健診受診者数が被保険者数の 30％以上となっているか。 

→ ①②③④⑤⑦⑧⑨ 達成 、 ⑥ 未達成    

資料４ 



                                  

２.歯科健康診査 

◆国・愛知県における実施市町村数の割合                    （％） 

 R２ R３ R４ R５ R６ 

愛知県 53.7 63.0 66.7 75.9 85.2 

全国 74.5 84.6 85.8 87.7 88.7 

                          ＊愛知広域は R6 より補助金申請のない市町村数も含む 

◆愛知県における歯科健診・口腔機能評価実施状況                

 R２ R３ R４ R５ R６ R７ 

実施市町村数 29 34 36 41 46 47 

口腔機能評価実施 

(＊ 3 つ実施) 

６ ６ ９ 

（５） 

12 

（８） 

  18 

（15） 

27 

（25） 

＊口腔機能評価：咀嚼機能評価、舌・口唇機能評価、嚥下機能評価 

◆愛知県広域連合の取り組み 

高齢者の歯科健診は、口腔機能低下の予防を図り、肺炎予防等疾病予防につなげる目的が

あります。愛知県や愛知県歯科医会会と連携し、高齢者歯科健診 ・口腔機能評価の意義やオ

ーラルフレイルの啓発・一体的実施の双方向の取組等をすすめ、実施市町村数の増加をめざ

します。 

 

〇補助金交付事務 

令和６年度補助拡大（口腔機能評価 3 項目を実施した場合、補助金 3/3）.７年度継続 

〇講習会講会  

令和７年６月５日（木） 愛知県・愛知県歯科医会会高齢者口腔機能評価推進事業 

第 1 回高齢者口腔機能評価推進研修会 

広域連合講義 「高齢者歯科健診・口腔機能に着目した検査と保健事業」 

〇関係機関と連携・調整 

愛知県、愛知県歯科医会会、愛知県歯科衛生士会、地域歯科医会や市町村関係職員等 

 

（参考）国における評価指標（令和６年度実績分） 【歯科健診】 

①歯科健診を実施した被保険者の属する市町村が管内の全ての市町村であったか。  

②①は達成ないが、歯科健診を実施した被保険者の属する市町村が管内の８割を超えたか。 

③受診率が前年度（令和５年度）以上の値となっているか。  

④歯科健診を実施する管内市町村の全てが、口腔機能の検査項目を設定しているか。  

⑤④は達成しないが、健診を実施する管内市町村のうち、口腔機能に着目した検査項目を設

定している市町村数が管内市町村の 7 割を超えているか。  

→ ②③ 達成 、 ①④⑤ 未達成 

                                  

3.高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施 

ハイリスクアプローチ実施状況 実施市町村数   

 低栄養 

防止 

口腔機能

低下防止 

服薬 

 

重症化 

予防 

糖尿病性

腎症 

重症化 

予防 

その他 

生活習慣

予防 

身体 

フレイル 

健康状態

不明者 

対策 

R５ 10 8 1 19 16 ― 33 

R６ 20 11 2 32 15 5 39 

R 7 27 18 5 41 22 16 42 

 

◆広域連合の取組 

愛知県広域連合は、令和 6 年度より 54 全市町村と一体的実施の委託契約を締結しました。 

第３期データヘルス計画をふまえ、市町村が 「取組の量・質の向上」をめざし効率的・効

果的に事業運営ができるよう支援します。 

 

〇交付金交付事務  

令和 7 年度より基準額増額 

（企画・調整等を担当する医療専門職・地域を担当する医療専門職・その他経費） 

 

〇研修会（意見交換会）開催 

① 令和７年 4 月 21 日（月）研修会(県と共催) （参加 50 市町村 ・19 関係機関計 100 名） 

・講義 「一体的実施の方向性と糖尿病性腎症重症化予防等の取組のポイント」 

講会 女子栄養大学 教授  津下 一代氏  

（厚生労働省 高齢者の保健事業ワーキング 座長） 

・市町村活動報告 「重症化予防糖尿病性腎症」 

＜豊田市・常滑市・武豊町＞ 

・グループワーク 「糖尿病性腎症重症化予防を効果的に進めるために」 

 

② 令和７年７月 15 日（火） 研修会 （参加 45 市町村・１関係機関 計 67 名）      

＊健康状態不明者対策研修（未受診者対策研修と合同で実施） 

・広域講義 「未受診者対策・健康状態不明者対策の取組」 

・市町村活動報告  ＜名古屋市・春日井市・設楽町＞ 

・グループワーク 「受診率向上に向けて工夫すること」 



                                  

③ 令和７年７月 29 日（火） 意見交換会  （参加 44 市町村 ・３関係機関 計 65 名） 

・講義    「ＫＤＢ研修の振りかえり」 

講会 愛知県国民健康保険団体連合会 専門員 高山 峰代氏 

・広域講義 「第 3 期データヘルス計画進捗状況、令和 7 年度事業実施と 8 年度計画」 

・講義と実技 「フレイル予防における指導のポイント」 

講会 あいち健康の森  健康運動指導士 池田 達哉氏 

・活動報告   「服薬支援事業」 愛知広域連合・市町村＜みよし市・岡崎市＞ 

・グループワーク「R8 年度に向け新たな領域への取組とＫＤＢを活用した対象者抽出」  

 

④ 令和７年 11 月 11 日（火）予定 研修会（県と共催） 

・講話 「高齢者の服薬指導のポイント～多剤・重複投薬・睡眠薬～」 

講会 愛知県薬剤会会 常務理事 薬剤会 加藤 修氏 

 ・講義 愛知県国民健康保険課・広域連合 

・市町村活動報告 ＜豊橋市・津島市＞  ・グループワーク 

⑤ 令和 8 年 2 月予定 （オンライン研修）  ・令和７年度事業報告・次年度計画について 

 

〇市町村訪問・出張相談・電話等による市町村支援 

下半期に実施予定 

〇市町村間ネットワークの推進・地域小ブロック連携会議等の検討 

 東三河地域（8 市町村）・西三河地域（10 市町村）で一体的実施担当者会発足 ・継続支援 

〇国や他広域の動向把握・関係機関と連携した一体的実施事業の体制整備 

関係部署との会議や研修会への出席、三会会はじめ関係諸機関への事業説明・相談 

 

（参考）国における評価指標 【一体的実施・地域ケアの推進】（令和７年度実績分）  

① 市町村に対し、制度・保健事業の方法・データ分析・評価・事例検討などの内容で年度

内に２回以上研修会を開催しているか。  

② 広域的に共通する課題や市町村間格差等を把握し、年度内に１回以上市町村 ・道府県県・

国保連合会へ情報提供し健康課題の解決に向けた取組を行っているか。 

③ 管内全市町村が一体的実施の委託契約を締結しているか。 

④ 一体的実施を行う市町村において、全ての日常生活圏域で実施しているか 

⑤ 一体的実施の委託契約を締結している市町村が、一体的実施事業申請様式やその集約レ

ポートの結果等を活用し、関係機関や関係者等に対して現状について説明しているか 

⑥ 道府県県や国保連合会と連携した上で、医療や介護サービスの提供者等の関係機関に対

し、データヘルス計画における管内市町村の保健事業の実施状況等について状況説明や

各事業への協力依頼を行う等、地域包括ケアの推進に関する取組を行っているか。→ 

→ ①～⑥ 達成 

                                  

【研修の様子】  

令和 7 年４月 21 日 研修会（意見交換会①） 【講義】                     

「一体的実施の方向性と糖尿病性腎症重症化予防の取組のポイント」 【津下講会】 

 

後期高齢者の特性をふまえ保健事業を展開すること、KDB 活用支援ツールから対象を

抽出し、ハイリスク者に支援が行き届くような活動が大切であることを学びました。 

 

【グループワーク】  「糖尿病性腎症重症化予防を効果的に進めるために」 

 

KDB 活用、庁内関係部署や医療機関等との連携方法について意見交換をしました。 



                                  

令和 7 年 7 月 15 日 未受診者対策・健康状態不明者対策研修会 【講義】 

「未受診者対策・健康状態不明者対策の取組」              【愛知広域】 

 
医療費や健診受診率等の動向から、各市町村の課題や取組を考える機会になりました。 

 

令和 7 年７月 29 日 意見交換会  【講話・実技】 

「フレイル予防・指導のポイント」        【あいち健康プラザ・池田講会】 

 

かけ声に合わせストレッチ、地域でフレイル予防の実践指導に活かしましょう。 

                                  

4.適切な受診・服薬に係る訪問指導 【服薬（多剤／睡眠薬）】  （参考資料２） 

令和 6 年度より、医療費適正化の観点も踏まえ一体的実施の取組【服薬】＜多剤＞＜睡眠

薬＞＜重複投薬＞を実施します。 

第３期データヘルス計画をもとに国から出された 「高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイ

ドライン第３版」を活用し、「多剤・睡眠薬・重複投薬」について、基準に沿って対象者を

抽出し、ポリファーマシーを防ぎ適切な受診や服薬を促すことを目的として支援します。  

医会会・薬剤会会はじめ関係機関との連携に努め、市町村の一体的実施の活動と連動性を

もって事業運営を進めます。    

 

◆愛知県広域・市町村の服薬支援の取組 

〇令和 6 年度 

・愛知広域は、県内対象者 4,000 名を抽出し、訪問指導・健康相談の案内通知  

  実人数 350 人、延人数 519 人に訪問指導実施 

  （効果） 一人あたりの医療費削減      31,639 円（月額） 

ひと月あたり薬剤数の減少割合   55.4% 

       ひと月あたり薬効数の減少割合   43.7% 

       お薬手帳が一冊になった割合    50.6% 

       飲み忘れ・残薬が減った割合    53.8% 

・２市町村は、地域薬剤会会と連携し事業実施 

〇令和 7 年度 

・愛知広域は、県内対象者 4,000 名を抽出し、訪問指導・健康相談の案内通知  

・5 市町村は、地域薬剤会会と連携し事業実施 

 

（参考）国における評価指標（令和７年度実績分） 【適正受診・適正服薬】 

①基準を全て満たす適正受診・適正服薬を促す取組を実施した対象者の属する市町村

数が管内市町村の 7 割を超えているか 

②取り組みを実施した対象者の属する市町村数が管内市町村数の５割を超えているか。 

③①または②を満たす場合、いずれの取組も地域の医会会や歯科医会会・薬剤会会等地

域の医療団体と連携して実施しているか。 

④対象を抽出した上、服薬情報の通知等の被保険者の適正受診・適正服薬を促す取り組

みを実施しているか。 

⑤被保険者に対し、適正服薬の取り組み（ポリファーマシー ・長期処方・分割処方等）

について周知・啓発を行っているか。 

⑥被保険者に対し、リフィル処方箋に関する個別の周知を行う取組を行っているか 

→ ①②③⑤⓺ 達成 、 ④ 未達成 



割合 分子 割合 分子 割合 分子

39.71% 39.30% 406,741 37.93% 367,372 38.55% 386,883 85.19% 46 54

83.3% 79.63% 43 66.67% 36 75.93% 41

2.1% 1.79% 16,752 1.78% 12,825 1.86% 15,555 5.08% 15,899 312,906

100.00% 100.00% 54 59.26% 32 75.93% 41 5.24% 16,780 320,506

35.2% 37.04% 20 16.67% 9 18.52% 10

25.9% 20.37% 11 9.26% 5 14.81% 8

1.9% 3.70% 2 1.85% 1 1.85% 1  

53.7% 59.26% 32 18.52% 10 35.19% 19

31.5% 37.04% 20 18.52% 10 29.63% 16

79.6% 72.22% 39 42.59% 23 61.11% 33

1.14% 1.31% 14,797 1.17% 12,317 1.22% 13,306

4.15% 4.05% 45,752 4.29% 45,252 4.02% 43,991

1.40% 1.35% 15,292 1.42% 15,029 1.36% 14,867

2.60% 2.59% 29,230 2.64% 27,907 2.43% 26,568

6.87% 7.48% 84,477 7.11% 75,039 6.91% 75,511

0.97% 1.04% 11,703 0.94% 9,913 0.96% 10,457

5.32% 5.30% 59,795 5.15% 54,347 5.31% 58,087

7.99% 8.48% 95,766 8.27% 87,294 7.94% 86,814

0.020% 0.023% 259 0.02% 234 0.03% 275

1.27% 1.41% 15,903 1.47% 15,528 1.49% 16,324

80.8歳 男性　 80.0 男性 80.5 男性 80.0

84.9歳 女性 84.4 女性 84.6 女性 84.4
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令和６年度　　実施状況

分母

1,034,985

54

1,128,665

1,128,665

歳

歳

1,128,665

1,128,665

1,128,665

1,128,665

1,128,665

54

54

1,128,665

938,208

低栄養（実施市町村数・割合）一

体

的

実

施

実

施

市

町

村

数

健康状態不明者（ハイリスク者数・割合）

平均自立期間　（要介護２以上）

服薬（睡眠薬）（ハイリスク者数・割合）

健診受診率

身体的フレイル（ロコモ含む）

（ハイリスク者数・割合）

重症化予防（コントロール不良者）

（ハイリスク者数・割合）

重症化予防（糖尿病等治療中断者）

（ハイリスク者数・割合）

重症化予防（基礎疾患保有＋フレイル）

（ハイリスク者数・割合）

重症化予防（腎機能不良未受診者）

（ハイリスク者数・割合）

口腔（実施市町村数・割合）

服薬（重複・多剤等）（実施市町村数・割合）

重症化予防（糖尿病性腎症）（実施市町村数・割合）

重症化予防（その他身体的フレイルを含む）

（実施市町村数・割合）

歯科健診実施市町村数・割合

口腔（ハイリスク者数・割合）

歯科健診受診率

ハ

イ

リ

ス

ク

者

数

健康状態不明者（実施市町村数・割合）

低栄養（ハイリスク者数・割合）

服薬（多剤）（ハイリスク者数・割合）

1,055,322

1,055,322

歳

721,615

54

54

54

1,055,322

1,055,322

1,128,665

1,128,665

54

54

54

54

54

54

質問票を活用したハイリスク者把握に基づく保健事業を

実施している市町村数・割合

　第3期データヘルス計画（共通評価指標）に係る保健事業進捗状況（令和6年度）

令和６年度

第３期データ

へルス計画

目標値

　　　　　　＜参考＞　計画策定時(令和４年度～５年度）の実績

1,093,557

1,055,322 1,093,557

1,055,322 1,093,557

1,055,322 1,093,557

歳 歳

1,093,557

1,055,322 1,093,557

1,055,322 1,093,557

1,093,557

54

54 54

54

歳

838,146

54

54

54

54

令和４年度 令和５年度

分母 分母

968,607 1,003,541

54 54

54 54

令和6年度　目標未達成

補助申請ない市町村が歯科健診実施した数含む。

　

歯科健診受診率の国への報告は、令和5年度より対

象年齢区分の被保険者数を分母に算定。

1,093,557

1,055,322 1,093,557

　

R5

　

R6

令和6年度より54全市町村と委託契約し、一体的実

施事業の取組みをしています。

【歯科健診の追加データ】
　

R6

資料４　参考資料１



申込み期限【7月4日 (金 )】があります

ので、お早めにお申し込みください。重 要

ご参加の確認のため、上記電話番号から

お電話させていただく場合がございます。

■株式会社ベネフィット・ワン 訪問事業係

0120-172-070
（通話料無料）

受付時間：平日 9時 ～ 17時

個人情報のお取り扱いについて

ご案内です

あなたに健康にお過ごしいただくために

【主催】 愛知県後期高齢者医療広域連合

参加費無料
お申し込み方法

【委託先】 株式会社ベネフィット・ワン

〒163-0036 東京都新宿区西新宿3-7-1 

新宿パークタワー36階

【実施機関】 株式会社ベネフィット・ワン

健康相談事業の

参加費は無料ですので安心してお申込みください

ふらつき、めまいや転倒しやすくなった等・・・

こんな症状はありませんか？

本事業においては、健康相談の日程調整や適切な助言を行うための情報として、皆様の

被保険者番号、氏名、住所、郵便番号、電話番号、性別、生年月日、年齢、受診状況に

関すること等を委託先（株式会社ベネフィット・ワン）へ提供しています。

委託先では厳重な守秘義務と管理を徹底しています。

皆様の個人情報については本事業以外の目的に使用することはありません。

保健師・看護師・管理栄養士等

「健康相談員」が訪問いたします

jimukyoku

資料４　参考資料２



担当相談員は、個人情報の取り扱いについて説明し、

ご同意をいただいてからお話をうかがいます。

適切な

受診

服薬

健康の
維持や
増進

病気の

悪化予防

申し込んで

みようかしら

株式会社
ベネフィット・ワンの
保健師です。

はじめまして
保健師の

○○○と申します。

2ヶ月後を目途に担当相談員から

お電話いたします。

ご自宅またはご希望の場所に

うかがいます。
健康でお過ごしいただくために、お薬・医療・介護

などのご心配やご質問にお答えいたします。

お約束した日時にご自宅にて
健康相談を実施いたします。
お時間は30～60分程度です。

株式会社ベネフィット・ワン

よりお電話いたします。

健康相談員からお電話して

訪問日についてご相談いたします。

ご都合の良い日時で調整いたします。
（株）ベネフィット・ワンと名乗って
お電話いたします。

事業のご案内が届きます。

この案内文が届きましたら、
裏面のお申込み先にお電話ください。

参加費用は無料です。

その後
いかがですか？

元気だけど健康診断は受けたほうがいいの？

自宅に飲みきれないお薬が残っているけど

どうしたらいい？

わざわざ相談するほどではないけど
気になることがいくつかある

保健師・看護師・管理栄養士等「健康相談員」が担当いたします。

日ごろ気になっている健康上のお困りごとや疑問など

お気軽におたずねください。

ー健康相談事業の流れーー健康相談事業の流れー

健康やお薬について

こんなご心配や疑問は

ありませんか？

健康やお薬について

こんなご心配や疑問は            

ありませんか？

健康やお薬について

こんなご心配や疑問は

ありませんか？

別の医療機関からも同じようなお薬を

もらっている気がするけどよくわからない

上手なお薬との付き合い方

「ポリファーマシー」って聞いたことがありますか。
多くの薬を服用しているために、副作用を起こしたり、きちんとお薬が飲めなく
なったりしている状態などをいいます。
高齢者は多くの薬を使うと副作用が起こりやすく、主な副作用にはふらつき・
転倒・物忘れ・食欲低下・便秘・排尿障害などがあるといわれています。
このような場合にはかかりつけ医や薬剤師に相談しましょう。
またお薬手帳は一冊にまとめて薬の情報を伝えましょう。

体調の変化などをお伺いさせていただきます。

ご心配なこと等がございましたら、ご相談ください。


